
 

 

 

１．投票のできる方 
○満18歳以上（平成18年10月28日以前に生まれた方）の日本国民で、町の住民基本台帳に引き続き3ヶ月

以上（令和6年7月14日以前から)登録されている方 

○公職選挙法に定められた欠格事項に該当しない方 
 

２．投票のしかた 
○投票は、小選挙区選出議員選挙、比例代表選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の 

 順に行います。 

○小選挙区選出議員選挙は候補者の氏名を、比例代表選出議員選挙は政党名（略称も可）を 

 最高裁判所裁判官国民審査は罷免したい裁判官に「×」印を記載し投票して下さい。 

※点字投票、代理投票を希望する方は、投票所の係員に申し出て下さい。 
 

3．期日前投票 

投票日当日に仕事や旅行などの予定があり投票所に行けない見込みの方は、 

期日前投票をご利用ください。 

投票日前であっても、投票日と同様に投票を行うことができます。      

・投票期間  10月16日（水）～ 10月26日（土） 

・投票時間  午前8時30分 ～ 午後8時 

・投票場所  大洗町役場 1階ロビー 【場所が変更になっております】 

      ＊ 投票入場券裏の宣誓書に記入のうえ、期日前投票所にお越し下さい。 

4．不在者投票  

【病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方】 

不在者投票施設として指定されている施設であれば、その場所で投票を行うことができます。 

詳しくは施設の担当者にお問い合わせ下さい。 
 

【大洗町以外の市区町村に滞在している方】 

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。 

大洗町選挙管理委員会に問い合わせて頂き、投票用紙等必要な書類を請求して下さい。 
 

 

【身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで、下記の要件に該当する方】 

自宅等で郵便により投票をすることができます。 

事前に「郵便等投票証明書」の交付の手続きが必要となりますので、大洗町選挙管理委員会までお問い

合わせ下さい。 

投票用紙の請求期限は投票日の4日前までとなっておりますので早めに請求して下さい。 

 

 

問合せ：大洗町選挙管理委員会事務局 ℡267-5123 

身体障害者手帳 

○両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が 1級・2級 

○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が 1級・3級 

○免疫、肝臓の障害の程度が 1級から 3級 

戦傷病者手帳 

○両下肢、体幹の程度が特別項症から第 2項症 

○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から 

第 3項症 

介護保険被保険者証 ○要介護状態区分が要介護 5 

特 集 号     衆議院議員総選挙･最高裁判所裁判官国民審査

投 票 日：10月27日（日） 投票時間：午前７時～午後６時 

投票場所：投票所入場券に記載されている投票所 ※投票所入場券を持参して下さい。


